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第１章　総則

（適用範囲）

　第1-1条

（目的）

　第1-2条

（場所）

　第1-3条

（業務概要）

　第1-4条 　本業務の概要は次のとおりであり、詳細は第3章に示すものとする。

（１）綱木用水路

　　１）路線測量

（一般事項）

　第1-5条 　共通仕様書に示す以外の一般事項は、次のとおりである。

第２章　作業条件

（作業基本条件）

　第2-1条

（貸与資料）

　第2-2条 　貸与資料は、次表のとおりとする。

　貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請
求があった場合を除き完了検査時に一括して返納しなければならない。

該当無し

耕作条件改善事業　綱木地区　特別仕様書【測量】

項  目 内      容

　耕作条件改善事業　綱木用水路測量設計業務委託の施行にあたっては、新潟県
農地部「調査・測量・設計業務共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）及び農林水
産省農村振興局整備部設計課　監修「測量作業規程・運用基準」によるほか、この特
別仕様書によるものとする。

　この業務は、耕作条件改善事業　綱木用水路　の一環として建設する用水路の設
計に資するために行うものである。

　業務位置は、東蒲原郡阿賀町谷沢地内で別添位置図に示すとおりである。

（１）　測量予定線については、事前に監督職員と打合せを行い承諾を得るものと
　　する。

　測量作業の基本条件は、次のとおりである。
本測量の基準となる既地点は、別途、打合せ時に示すものとする。

資　料　名 備考

（２）　作業に伴う立木伐採等については、事前に監督職員と打合せを行い承諾を
　　得るとともに、所有者の承諾を得た後行うものとする。また、伐採は必要最小限
　　にとどめるとともに、伐採した有価木は付近に整理し、みだりに第三者に被害を
　　与え、トラブルの生じることのないよう留意するものとする。
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（関連業務）

　第2-3条

第３章　作業内容

（作業項目及び数量）

　第3-1条 　本作業における作業項目及び数量は、次表のとおりとする。

（作業の留意点）

　第3-2条 　測量作業の実施に際し特に留意する点は、次のとおりとする。

　　（１）　線形決定

　　　　①計画路線の始点及び終点は、監督職員が現地で指示するものとする。

　　 （２）　ＩＰ設置測量

　　　　 ①ＩＰの設置に当たっては、事前に監督職員の承諾を得るものとする。

　　　　 ②ＩＰ点には引照杭を、仮水準には保護杭を設けるものとする。

　　（３）　中心線測量

作　業　項　目 数　　　量

　本業務と関連する他業務は次のとおりであり、発注者及び関連業務受注者と連携
を密にし、相互に協調の図られた測量としなければならない。

業　務　名 受注者名

該当無し

綱木用水路

　　　　②杭打ちが不可能な所では、固定物に打鋲等を行ってもよいが、この場合に
　　　　　は固定物の近くに杭を打設し、名称等を付記して目視確認が十分できるも
　　　　　のとする。

　　　　①中心杭の間隔は、原則として50m、Ｎｏ．杭間隔は100mとし地形の変化点等
　　　　　は、必要に応じて追加点を設置するものとする。

0.47km

　横断測量 0.47km

　中心線測量

　　　　②線形は、地形図（1/500）上に路線選定で検討した資料を基に記入し、監督
　　　　　職員と協議のうえ決定するものとする。

　　　　③決定した線形について、曲線要素、条件とすべき点を勘案し、線形計算を行
　　　　　うものとする。

　　　　 ③杭打ちが不可能な所では、逃げ杭又は固定物に打鋲等を行い示すことがで
　　　　　 きるが、固定物に打鋲の場合は近くに杭を打設し、名称等を付記して目視確
　　　　　 認が十分に行えるものとする。

現地測量

(L=470m×B=1m)

　現地測量 0.001km2

路線名

耕作条件改善事業　綱木地区　特別仕様書【測量】

項  目 内      容

　縦断測量 0.47km

路線測量
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　　（４）　仮ＢＭ設置測量

　　　　仮ＢＭの設置は、監督職員の指示により行うものとする。

　　（５）　縦断測量

　　　　縦断図面の縮尺は、縦S=1/100、横S=1/500とする。

　　（６）　横断測量

　　　　②横断図面の縮尺は、S=1/100とする。

　　　　③測量幅45m未満とする。

　　（７）　現地測量

　　　　①現地測量については、下記の範囲を行うものとする。

綱木用水路

延長　L=470m　　測量幅　1m（中心線より片側 0.5m）

　　　　②現地測量結果による平面図作成時の図面縮尺は、S=1/500とする。

第４章　打合せ

（打合せ）

　第4-1条

主任技師 技師 技師補

第５章　成果物

（成果物）

　第5-1条

　　共通仕様書第10条に基づく打合せについては、主として次の段階で行うものと
　する。（１回の打合せは半日程度）
　　測量作業完了時の打合せについては、設計業務開始時の第１回打合せと兼ね
　るものとする。（打合せ費は、設計業務で計上）

打合せ回数 打合せ時期
打合せ配置人員

第１回 業務着手前

第２回 完了時

　　本業務は、電子納品対象業務とする。
　　ただし、本業務では、電子納品（ＣＤ－Ｒ）の他に従来どおりの紙による成果品
　（報告書）も納品するものとする。
　　提出すべき成果品及び提出部数は、測量作業規程・運用基準によるほか下記
　による。

　　　　①中心杭の間隔が著しく短く、かつ横断形状の変化の少ない場合は、監督
　　　　　職員の承諾得て、その中心杭地点の横断測量を省略できるものとする。

耕作条件改善事業　綱木地区　特別仕様書【測量】

項  目 内      容
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（成果物の提出）

　第5-2条 　　成果物の装丁は、次のとおりとする。

（２）　報告書は、長期の使用に耐える通常の装丁を行う。

（３）　提出先

　　　　東蒲原郡阿賀町津川580番地

　　　　阿賀町役場　農林課　農地係

第６章　契約変更

（契約変更）

　第6-1条

（１）　第2-1条に示す「作業基本条件」に変更が生じた場合。

（２）　第3-1条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場合。

（３）　第4-1条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。

（４）　第5-1条に示す「成果物」に変更が生じた場合。

（５）　履行期間の変更が生じた場合。

（６）　関係機関との協議等により業務計画等に変更が生じた場合。

（７）　その他

第７章　定めなき事項

（定めなき事項）

　第7-1条

（１）　製本は極力分冊を避け、やむを得ず分冊を行う場合は内容の配分を考慮して
　　行うものとする。

　　共通仕様書第23条に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおり
　とする。

　　この特別仕様書に定めなき事項又は、この業務の実施に当たり疑義が生じた場
　合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

耕作条件改善事業　綱木地区　特別仕様書【測量】

項  目 内      容
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第１章　総則

（適用範囲）

　第1-1条

（目的）

　第1-2条

（場所）

　第1-3条

（土地の立入り等）

　第1-4条

第２章　設計条件

（適用する図書）

　第2-1条

（設計条件）

　第2-2条

内      容

耕作条件改善事業　綱木地区　特別仕様書【設計】

項  目

　耕作条件改善事業　綱木用水路測量設計業務委託の施行にあたっては、新潟県
農地部「調査・測量・設計業務共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）によるほか、
同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

　この業務は、耕作条件改善事業　綱木地区　の工事実施に利用するため、用水路
の実施設計を行うものである。

　業務位置は、東蒲原郡阿賀町綱木地内で別添位置図に示すとおりである。

　共通仕様書第1-16条に示す以外の一般事項は、次のとおりである。
（１）現地調査作業に伴う立木伐採等ついては、事前に監督職員と打合せを行い承諾
を得るとともに、所有者の承諾を得た後行うものとする。また、伐採は必要最小限にと
どめるとともに、伐採した有価木は付近に整理し、みだりに第三者に被害を与え、トラ
ブルの生じることのないよう留意するものとする。

　設計の基本的事項に関しては、「土地改良事業計画設計基準・基準書「パイプライ
ン」を優先して適用する。
　他の図書を適用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。

　設計作業における設計条件は、次のとおりである。
（１）設計基本条件
　①用水路(パイプライン)設計
　　・設計延長　L=470m

　　・設計流量　Q＜2m
3
/s

　②分水工設計
　　・設計箇所　N=1箇所
　　・設計流量　Q＜0.8m3/s

　③測量データ
　　設計箇所に係るデータは、既往資料及び今回測量するデータによるものとする。

　④土地改良事業標準設計の適用
　　標準設計を適用できる構造物については、積極的にこれを利用するものととする。
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（参考図書）

　第2-3条

（貸与資料等）

　第2-4条 　貸与資料は、次のとおりである

（参考資料及び貸与

資料の取扱い）

　第2-5条

（関連業務）

　第2-6条

　貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求
があった場合を除き完了検査時に一括して返納しなければならない。

資　料　名 備考

該当無し

項  目

該当無し

備考

耕作条件改善事業　綱木地区　特別仕様書【設計】

内      容

　設計作業の参考にする図書は、共通仕様書第２－１条によるほか次表によるものと
する。

名　　称 発行元

　第2-3条、第2-4条に示す参考図書及び貸与資料の取扱いは次のとおりとする。
（１）　参考資料及び貸与資料の記載事項に相互矛盾がある場合、又は解釈に疑義
　　が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
（２）　参考図書は、設計作業時点の最新版を用い設計作業中に改訂された場合に
　　は、監督職員と協議するものとする。
（３）　貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の
　　請求があった場合のほか完了検査時に一括返納しなければならない。

　本業務と関連する他業務は次のとおりであり、発注者及び関連業務受注者と連携
を密にし、相互に協議を図られた設計としなければならない。

業　務　名 受注者名

該当無し
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第３章　設計作業内訳

（作業項目）

　第3-1条 　本業務における作業項目及び数量は、下記のとおりである。

（２）　設計作業数量は下記のとおりである。

　　作業項目表

（設計作業の留意点）

　第3-2条 　設計作業の実施に際し特に留意する点は、次のとおりとする。

（管理技術者）

　第3-3条

（１）　作業項目は、次の作業項目表のとおりであり、詳細は別紙作業項目内訳表（該
　　当項目）に示したとおりである。

作　業　項　目 数　　　量

〈用水路設計(パイプライン)〉

1 設計計画(管種・管径の検討)

2 土工図作成

3 数量計算

綱木用水路　L=470m　

N=1.0式

N=1.0式

N=1.0式

耕作条件改善事業　綱木地区　特別仕様書【設計】

項  目 内      容

N=1.0式

N=1.0式

取水口　N=1箇所　

N=1.0式

4 数量計算

1 現地調査

2 水理構造計算

3 構造図作成

4 照査

5 点検取りまとめ

〈付帯工設計〉

N=1.0式

N=1.0式

N=1.0式

（１）　設計に当たっては、造成される施設が必要な機能及び安全で所要の耐久性を
　　有するとともに維持管理、施工性及び経済性について考慮しなければならない。

（２）　電算機を使用する場合は、計算手法及びアウトプット等の様式について事前に
　　監督職員の承諾を得るものとする。

（３）　第2-3条、第2-4条及び共通仕様書に示す参考図書、貸与資料や受注者が有
　　する資料等を参考にした場合は、その出典を明示するものとする。

（４）　施工上特に注意する点を特記する必要がある場合には、設計図面に記入する
　　ものとする。

　管理技術者は、技術士（農業部門）又はこれと同等の能力と経験を有する技術者で
なければならない。なお、管理技術者と同等の能力と経験を有する技術者とは「業務
内容に応じた民間資格を有する者（（社）土地改良測量設計技術協会に登録された農
業土木技術管理士、（社）建設コンサルタンツ協会に登録されたシビルコンサルティン
グマネージャー（農業土木部門））又は、大学卒18年（短大・高専卒23年、高校卒28
年）以上相当の能力と経験を有する者」でなければならない。
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（照査技術者）

　第3-4条

　　２）　その他、照査計画書作成時に監督職員が指示する場合

（５）　当該業務の中で照査技術者は、管理技術者を兼務することができない。

第４章　打合せ

（打合せ）

　第4-1条

主任技師 技師Ａ 技師Ｂ

○ ○ ○

○ ○

○ ○

第５章　成果物

（成果物）

　第5-1条

部数

2部

2式

2部

2式

2部同上縮小図

Ａ4版

Ａ2版又はＡ1版

Ａ3版

中間打合せ

報告書作成前

（３）　共通仕様書第1-7条第3項でいう照査計画の作成にあたっては、照査の方法、
　　事項について監督職員と協議のうえ作成するものとする。

（４）　共通仕様書第1-7条第4項でいう成果物の照査については、次のとおり行うも
　　のとする。

　　１）　本業務における照査は、「新潟県農業土木実施設計等委託業務検査要領
　　　 及び関連様式」（以下、「検査要領」という。）に基づき実施する。
　　　    また、「検査要領」に基づく照査により作成した資料は、共通仕様書第1-7
　　　 条第5項に規定する報告書に含めて提出するものとする。

　　 共通仕様書第1-10条による打合せについては、主として次の段階で行うものと
　する（1回の打合せは半日程度）。
　 　また、初回及び最終の打合せには管理技術者が出席するものとする。

打合せ回数 打合せ時期

（１）　本業務の実施に当たっては、共通仕様書第1-7条に規定する照査技術者を配
　　置しなければならない。

（２）　照査技術者は、技術士（農業部門）又はこれと同等の能力と経験を有する技術
　　者でなければならない。なお、照査技術者と同等の能力と経験を有する技術者と
　　は「業務内容に応じた民間資格を有する者（（社）土地改良測量設計技術協会に
　　登録された農業土木技術管理士、（社）建設コンサルタンツ協会に登録されたシ
　　ビルコンサルティングマネージャー（農業土木部門））又は、大学卒18年（短大・高
　　専卒23年、高校卒28年）以上相当の能力と経験を有する者」でなければならない。

第１回

第２回

打合せ配置人員

耕作条件改善事業　綱木地区　特別仕様書【設計】

項  目 内      容

第３回

設計作業着手前

　　なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合
　せ記録簿を作成し上記の打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認する
　ものとする。

　　本業務は、電子納品対象業務となっており、報告書と図面は別途、ＣＤ－Ｒ
　（電子納品物）を１部提出するものとする。
　　また、電子納品の他に紙による成果品も納入することとし、提出すべき成果物
　及び提出部数は、共通仕様書第2-5条に掲げるもののうち次に示すものとする。

区　分 規　格 備　考

報告書

同上原稿

設計図

同上原稿

表紙厚手・黒文字

電子データ可能

電子データ可能

ファイル綴じ
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（成果物の装丁等）

　第5-2条 　　成果物の装丁等は次によるものとする。

（３）　提出先

　　　　東蒲原郡阿賀町津川580番地

　　　　阿賀町役場　農林課　農地係

第６章　契約変更

（契約変更）

　第6-1条

（１）　第2-2条に示す「設計条件」に変更が生じた場合。

（２）　第3-1条に示す「作業項目」に変更が生じた場合。

（３）　第4-1条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。

（４）　第5-1条に示す「成果物」に変更が生じた場合。

（５）　履行期間の変更が生じた場合。

（６）　関係機関協議等により設計計画等に変更が生じた場合。

（７）　その他

第７章　定めなき事項

（定めなき事項）

　第7-1条

（２）　報告書は、長期の使用に耐える通常の装丁を行う。
　　なお、設計図は箱等に入れて提出するものとする。

耕作条件改善事業　綱木地区　特別仕様書【設計】

項  目 内      容

　　共通仕様書第1-22条に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおり
　とする。

　　この特別仕様書に定めなき事項又は、この業務の実施に当たり疑義が生じた場
　合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

（１）　製本は極力分冊を避け、やむを得ず分冊を行う場合は内容の配分を考慮して
　　行うものとする。



令和８年度　　耕作条件改善事業　　綱木地区　　綱木用水路測量設計業務委託

作業項目・作業内容一覧表（パイプライン設計）

当初 変更
特記事項及び補正

補正率
（％）

作　業　内　容 単位作　業　項　目

1 1  現地調査
参考事例、近傍類似事例が多
く、それらを引用、修正し該当
項目の作業を成し得るため。

50

2 2  資料の検討
実施設計のための資料収集及び貸与資料の内容を
把握する。

式

実施設計に必要な調査を行う。 式 ○

作業実施欄

作業名称

適用範囲

作業区分

流量区分

設計延長

複合補正 補正なし

S6036  パイプライン設計

管水路の設計作業に適用する。

基本設計

Ｑ＜2m3/s

470m

参考事例、貸与資料、近傍類似事例
等が多く、それらの資料を引用、修正
して該当項目の作業を成し得るた
め。

80

5

4-1  水理検討
定常水理解析 標準断面による水理計算を行う。

〔特記〕必要な項目を選定し計上する。
式

式

式 ○

3-1  設計計画
基本条件の検討 詳細実測資料に基づき水理構造条件を決定する。

3-2  設計計画
管種、管径の検討4 管種及び管径について、概略の比較をする。

3

6

4-2  水理検討
非定常水理解析 標準断面による水理計算を行う。 式

参考事例、貸与資料、近傍類似事例
等が多く、それらの資料を引用、修正
して該当項目の作業を成し得るた
め。

土工横断図を作成し、切盛土量を表示する。

9 7  附帯構造物
主要部概略構造計算をして決定する。
〔特記〕流末処理工は別途計上する。

式

6  構造図作成8 式

7 5  構造計算
標準断面における内外圧荷重に対する構造計算し、
管種選定図を作成する。

式

タイプ別標準断面及びスラストブロック標準断面図を
作成する。

14

16 14  概算工事費積算 主要単価を作成し、概算工事費を算定する。 式

15 13  特別仕様書作成 主要な工事についての特別仕様書を作成する。 式

工程計画、施工順序、方法等の基本骨子を作成す
る。

12  施工計画 式

15  総合検討
上記の各作業について総合的な検討を行い、今後
の作業についてコメントを付記する。

式

19 17  点検取りまとめ
水理構造計算、図面の点検、数量計算の主要部分
の点検、取りまとめ及び報告書作成を行う。

式 ○ 標準歩掛 4/18項目=0.22 22

17

18 16  照査
照査計画に基づき、業務の節目毎に照査を実施し、
照査報告書の作成を行う。

式 ○ 18標準歩掛 3/17項目=0.18

8013
土工、コンクリート、鉄筋、型枠、管、その他主要附
帯工材料の概略数量計算をする。

式 ○

参考事例、貸与資料、近傍類似事例
等が多く、それらの資料を引用、修正
して該当項目の作業を成し得るた
め。

9  平面縦断図作成11
平面縦断図に管径、管種区分、附帯工等をを記入す
る。

式

11  数量計算

80式10  土工図作成12 ○

10 8  附帯構造図作成 構造一般図、構造配筋図を作成する。 式



令和８年度　　耕作条件改善事業　　綱木地区　　綱木用水路測量設計業務委託

作業項目・作業内容一覧表（直接分水工設計）

当初 変更

式
水理構造計算、図面の点検、数量計算の主要部分
の点検、取りまとめ及び報告書作成を行う。

10  点検取りまとめ11

7 6  数量計算
土工、コンクリート、附帯施設等の概略数量計算を行
う。

式 ○

9  総合検討
上記の各作業について総合的な検討を行い、今後
の作業についてコメントを付記する。

式10

9 8  概算工事費積算 主要単価を作成し、概算工事費を算定する。 式

8 7  特別仕様書作成 主要なものについて特別仕様書を作成する。 式

3

6 5  構造図作成 構造一般図、構造配筋図を作成する。 式 ○

5 4  水理構造計算 型式、規模、構造決定の水理構造計算を行う。 式 ○

式

式

3-1  設計計画
基本条件の検討 概略実測資料に基づく水理構造条件を決定する。

3-2  設計計画
型式、規模及び構造の
検討

4 型式、規模、構造を比較検討し、概略を決定する。

作業名称

適用範囲

作業区分

流量区分

設計箇所数

複合補正 補正なし

S6055  直接分水工設計

開渠工に附帯する直接分水工に適用する。

基本設計

Ｑ＜0.8m3/s

1箇所

特記事項及び補正
補正率
（％）

作　業　内　容 単位作　業　項　目

1 1  現地調査

2 2  資料の検討
基本設計のための資料収集及び貸与資料の内容を
把握する。

式

基本設計に必要な調査を行う。 式 ○

作業実施欄



 耕作条件改善事業 位置図（綱木地区）

Size：free

新潟県阿賀町 全図

綱木用水路(パイプライン) L=470m

取水口 N=1箇所



令和８年度

令和９年度

令和１０年度

凡     例

既設取水口(φ500)

既
設
 Ｕ

字
ﾌﾘ
ｭｰ
ﾑ(
42
0)

用水路

計画延⾧L=470m

R８ 測試 1.0式

R９ φ400PL L= 470m

R10 取水口設置 N= 1箇所

受益面積

A=7.2ha

綱木用水路（幹線）【R9】

φ400パイプライン L=370 m

綱木用水路（幹線）【R9】

φ400パイプライン L=100 m

測試【R8】

φ400PL L=470m

取水口設置工 N=1箇所

綱木用水路（幹線）【R10】

取水口N=1箇所

既設 Ｕ字ﾌﾘｭｰﾑ(420)

耕作条件改善事業　綱木地区　綱木用水路整備計画図


